
指定管理者評価基本調書

①構造　　　鉄骨鉄筋コンクリート造地上１１階塔屋２階

②敷地面積　３５７８．９７㎡（住宅部分を含む）

③延床面積　　５３９．０９㎡（１階の一部）

④施設内容　事務室、相談室、デイルーム、食堂、居室、浴室（脱衣室含む）、

                 厨房、医務室、トイレ、更衣室

【定員１０名】

令和６年度（予算） 77,000,000

令和７年度（予算） 77,000,000

令和５年度（予算） 77,000,000

令和３年度(実績） 77,000,000 31,660,083指定管理料
及び利用料
金収入実績
【単位：円】

年度 指定管理料 利用料金収入実績

平成２８年度～令和２年度 345,678,000 262,254,465

令和４年度(実績） 77,000,000 51,027,961

総 額 385,000,000円 82,688,044円

１　施設概要

施設名称 川口市障害者短期入所施設しらゆりの家

設置目的
障害者及び障害児に対し、短期間の入所その他必要な支援を行うことにより、障害者及び障
害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

所在地 川口市朝日３丁目１６番１４号

選定種別

公募

選定理由 ※選定時の選定理由を記入してください。

  当該施設の目的・役割等を十分に理解し、障害者等の心身の健康保持並びに障害者及び
その家族の生活の安定の場として施設運営が適切に行なわれ、かつ、施設の運営方針、利
用の確保、施設の効果、事業計画に沿った管理能力、管理経費の縮減、法人の現状等につ
いて審査し、従来の指定管理者であり、しらゆりの家の設置目的や施設を熟知していること、
経験ある職員の配置や短期入所施設運営の実績等について等、すべての項目において適正
であると評価された。

構造規模

所管課 福祉部　障害福祉課

２ 指定期間、選定種別、指定管理料及び利用料金収入実績

指定期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで【５年】
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専門委員会
における
評価点数

平均評価点数

3.6

【評価結果】

　川口市障害者短期入所施設しらゆりの家について、川口市指定管理者制度運用指針に基づき、福祉
サービスの基本方針や組織の運営管理など４分野１３項目（６５点／名）について、４名の選考委員が５段階
評価を行った結果、合計２６０点満点中１８９点、平均評価点数は５点満点中３．６点であった。

　項目ごとの評価結果は、以下のとおりである。

Ⅰ「福祉サービスの基本方針と組織」について
　基本方針及び基本理念が年度当初に策定、周知されている点や、将来構想事業計画の策定及び進捗状
況の周知がされている点に関する項目について平均して４．３点の評価であった。
Ⅱ「組織の運営管理」について
　経営状況の把握及び改善等の協議を行っている点や利用者のための安全管理の点、地域住民との関わ
り、川口市障害者施設運営団体連絡会等の関係機関との連携、地域の福祉ニーズの把握に関する項目に
ついて、平均して３．５点の評価であった。
Ⅲ「適切な福祉サービスの実施」について
　利用者満足度向上のための取り組みを行っている点、サービスの質向上のための組織的な取り組み及び
個々の情報の記録を整理している点、サービス提供のための適切な情報提供、個人情報保護に関する項
目について、平均して３．８点以上の評価であった。
Ⅳ「適切な処遇の確保」について
　利用者に合わせたサービスの実施、家族との連携に関する項目について平均して３点の評価であった。

　全体を通して概ね適正に管理運営が行われていると認められる。

法人の目的 障害福祉事業所の運営

法人の事業 第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、公益事業

役員の状況 理事長１名、理事１０名、監事２名

所　在　地 埼玉県川口市大字木曽呂1374番地

代　表　者 理事長　高橋　孝雄

主な業種 医療、福祉

３　福祉部専門委員会における評価結果 

指定管理者の概要

名　　称 社会福祉法人みぬま福祉会
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